
工場の新設等を行う場合は、次のとおり工場立地法(以下「法」という。)に基づき手続きが必要となります。 

工場を新設する場合

敷地面積 9,000 ㎡以上又は建築面積 3,000 ㎡以上で製造業、電気・ガス・熱供給業者である 

特定工場に該当し、新設の届出が必要です 

（法第６条第１項）

届出は不要です 

届出内容を変更する場合

敷地面積の増加又は減少、生産施設の増設・スクラップアンドビルド、緑地の減少を伴う 

変更の届出が必要です 

（法第８条第１項）

特定工場を廃止する場合

土地取引契約の６か月前または工場等の操業停止のいずれか早い方までに、「特定工場廃止届出

書」の提出をお願いします。

特定工場を承継する場合

特定工場を譲り受けまたは借り受けたとき及び届出者の地位に相続または合併があったときは 

「特定工場承継届出書」を提出いただきます。

変更の届出が必要です 

（法第１２条第１項）

名称等、住所の変更 

届出は不要

です

次回の届出に合わせて 

届出が必要です

・空き地に倉庫、事務室を建設 

・生産施設のみ撤去 

・既存の生産施設をその状態のままで緑地 

等の減少を伴わず他の場所に移設 

・生産施設の修繕（面積に変更なしまたは増加

面積が 30㎡未満） 

・緑地または環境施設のみの増設 

・緑地または環境施設の移設で、面積の減少を

伴わないもの 

はい

はい

はい（いずれか該当）

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

届出の要否（早見表）


